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増刊号 

情報保護シールが貼られたはがきが届き、シールをはがしてみると、「総
合消費料金未納分訴訟最終通知書」と書いてあった。内容は、総合消費
料金が未納となっており、契約会社や運営会社によって民事訴訟の訴状
が提出され、連絡がない場合は、給与等を差し押さえるというものだった。
どうすればよいか。 

はがきにて、過去に利用した業者への未払いがあると思わせ、それに関して「裁
判所に訴状が提出された」「給与、財産等の差し押さえ」などと脅して不安にさせ
た上で、訴訟の取り下げ等について相談するよう、誘導しています。 
情報保護シールが貼ってあっても、利用した覚えがない請求は、決して相手に連
絡せず、支払わずに無視してください。不安を感じたり対処に困った場合には、す
ぐに消費生活センターに相談してください。 
参照先：国民生活センターHP 
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20170501_1.html  

新たな手口です!! 

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20170501_1.html
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20170501_1.html
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20170501_1.html
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20170501_1.html
http://1.bp.blogspot.com/-5mo_5nPemtc/UxbLZ4KBn5I/AAAAAAAAd90/dqHcMhXrc3w/s800/hagaki.png


お知らせ 

「まなべる」は、専用端
末で消費生活トラブルの
疑似体験ができる体験
ゾーンや、書籍やDVDの
貸出を実施する情報
ゾーンがあります。 


